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Ⅰ　はじめに

平成１６年度の我が国の経済は、大企業を中心に企

業収益が大幅に改善し、雇用環境が持ち直す動きが

みられるなど、民間需要主導で景気が回復しつつあ

ったが、依然として緩やかなデフレの状況が続いて

いた。そのような状況のもとで、政府は、６月に

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００４」を

閣議決定し、デフレの克服や不良債権問題の終結を

目指して、引き続き、規制・金融・税制及び歳出の

各分野にわたる一体的かつ整合的な構造改革の推進

等に取り組んだ。

一方、平成１６年度の地方財政は、三位一体の改革

が推進されるなか、引き続き巨額の財源不足が生じ

るとともに、地方税収等の落ち込みや減税による減

収の補てん、数次の景気対策による公共事業の追加

等により急増した借入金残高が２０１兆円（年度末）に

達するなど、極めて厳しい状況にあった。

こうした背景の下、平成１６年度の府内市町村決算

の特徴として、以下のことが挙げられる。

① 地方税の７年連続減少や地方交付税等の大幅な

減少、扶助費の増加など厳しい財政状況が続くな

か、人件費や投資的経費の抑制により、実質収支

は４年ぶりに黒字に転換した。

② 赤字団体数については、５団体が黒字に転換し

たことにより大幅に減少し、４団体となった。

③ 経常収支比率は、地方税などの経常一般財源等

が減少しているなかで、人件費の抑制等により、

前年度とほぼ同水準となった。

以下、事項別に詳細に解説していくこととする。

（注）本稿中の数値は原則として百万円単位であるが、構成

比、増減比率等の比率については千円単位で計算したもの
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を用いている。いずれの数値も四捨五入により端数処理を

している関係上、その内訳は合計と一致しない場合がある。

また、増減額・増減率は、特に記載されていない限り平

成１５年度との比較であり、全国及び府内市町村の数値は、

特に断りのない限り指定都市及び特別区を除いている。

なお、各市町村の数値は、本誌平成１７年１１月号別冊デー

タ集に掲載されているので参照されたい。

Ⅱ　決算規模及び決算収支

平成１６年度の府内市町村の決算規模は、歳入が１

兆８,９２０億５２百万円で４３０億２０百万円、２.２％の減、

歳出は１兆８,８７１億５１百万円で４８４億２０百万円、２.５％

の減となり、歳入・歳出ともに前年度を下回ること

となった。（表－１、図－１）

歳入歳出差引額（形式収支）は４９億０１百万円の黒

字であった。これから翌年度へ繰り越すべき財源４５

億８６百万円を差し引いた実質収支も、４年ぶりに３

億１４百万円の黒字となった。（図－２）

また、単年度収支についても４年ぶりに６９億９８百

万円の黒字となった。（図－３）

これは、地方税や地方交付税に代表される一般財

源等収入額が、１兆３,６００億３０百万円で２９７億９５百万

円、２.１％の減となったのに対し、人件費や扶助費

等に充当される一般財源（歳出充当一般財源等）が

１兆３,５５５億７７百万円で３４８億６８百万円、２.５％の減

となったため、全体として一般財源等収入額が歳出

充当一般財源額等を４４億５３百万円上回ったことによ

る。

単年度収支の中に含まれる基金の積立て・取崩し

や任意に行った地方債の繰上償還といった単年度限

りの黒字要素・赤字要素を控除した実質単年度収支

についても、３年ぶりに２３億１６百万円の黒字となっ

た。

歳入については、地方譲与税が１１６億２０百万円、

７４.５％の大幅増、国庫支出金が９３億６８百万円、３.８％

の増となったものの、地方債が３９５億５４百万円、

１９.８％の減、地方税が１２８億４５百万円、１.５％の減、

地方交付税が１７億７７百万円、０.９％の減、繰入金が

８３億１９百万円、１５.９％の減となったことなどから、

全体では４３０億２０百万円、２.２％の減となった。

（図－４）

24 自 治 大 阪 ◆ 2006 － 2

図－１　歳入・歳出決算規模の推移

図－２　実質収支の推移

図－３　単年度収支及び実質単年度収支の推移

表－１　決算規模及び決算収支の推移



歳出については、扶助費が２３９億円、６.７％の増、

積立金が６７億５５百万円、３２.８％の増となったもの

の、普通建設事業費が３２７億３１百万円、１７.０％の減、

人件費が２４８億５３百万円、５.１％の減、公債費が６２

億１１百万円、３.０％の減となったことなどにより、全

体では４８４億２０百万円、２.５％の減となった。

（図－５）

実質収支の黒字団体・赤字団体の状況をみると、

黒字団体は３８団体（２８市９町１村）で、黒字額は

７４億９７百万円となり、前年度に比べて１２億２０百万

円の増となった。（表－２）

赤字団体数は、新たに赤字となった団体はなく、

平成１５年度赤字であった団体のうち５市が黒字とな

ったため、４団体（４市）となった。また、赤字団

体の赤字額は７１億８２百万円で、５７億７９百万円の減

となった。

単年度収支の赤字団体の状況をみると、団体数は

前年度に比べて８団体減の１６団体（１２市４町）で、

赤字額は３２億２７百万円、前年度に比べて４億６２百万

円の減となった。

Ⅲ　歳　入

平成１６年度の歳入総額は１兆８,９２０億５２百万円で、

４３０億２０百万円、２.２％の減となっており、主な増

減要素は、次のとおりである。（表－３、４）

・地方債 ▲３９５億５４百万円（▲１９.８％）

・地方税 ▲１２８億４６百万円（▲ １.５％）

・繰入金 ▲８３億１９百万円（▲１５.９％）

・地方譲与税 ＋１１６億２０百万円（＋７４.５％）

・国庫支出金 ＋９３億６８百万円（＋３.８％）

なお、歳入の構成比についてみると、（表－５）

のとおりとなっている。

地方税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財

産収入、繰入金、諸収入等の自主財源の合計は１兆

５４２億３５百万円で、２４５億５２百万円、２.３％の減とな
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図－４　歳入決算規模の対前年度増減率の推移

表－２　黒字団体・赤字団体の推移

図－５　歳出決算規模の対前年度増減率の推移



っており、歳入総額に占める割合は５５.７％で、増減

はなかった。（図－６）

また、地方税、地方交付税、地方譲与税等の狭義

の一般財源は１兆２,０２９億４４百万円で、４７億９百万

円、０.４％の増となっており、歳入総額に占める割

合は、６３.６％と１.７ポイントの増となっている。こ

れは、所得譲与税の創設による地方譲与税の増が大

きな要因である。（図－７）

①　地方税

地方税は８,６２４億６６百万円で、１２８億４５百万円、
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表－３　歳入決算額の状況

表－４　歳入決算額の対前年度増減率の推移

表－５　歳入決算額の構成比の推移
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図－７　一般財源の歳入総額に占める割合の推移
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表－６　地方税の状況

図－６　自主財源の構成比の推移
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１.５％の減となっており、７年連続で減少している。

（表－６）

主な増減要素は、以下のとおりである。

・所得割 ▲１１２億７９百万円（▲４.０％）

長引く不況の影響等を受け、減となっている。

・固定資産税 ▲８１億２８百万円（▲２.１％）

うち土地 ▲１２８億３９百万円（▲６.７％）

地価下落に伴い固定資産評価額が下落したことな

どによる。

なお、図－８は、各税目別の対前年度増減率の推

移である。

②　地方交付税

地方交付税は１,９６６億４百万円で、１７億７７百万円、

０.９％の減となっている。（表－７）

・普通交付税 ▲６億７２百万円（▲０.４％）

普通交付税の減少は、投資的経費の大幅減などに

より、基準財政需要額の対前年度減の額が基準財政

収入額の対前年度減の額を上回ったことが要因であ

る。

・特別交付税 ▲１１億６百万円（▲６.８％）

③　国庫支出金

国庫支出金は２,５８１億７百万円で、９３億６８百万円、

３.８％の増となっている。（表－８、図－９）

主な増減要素は、以下のとおりである。
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図－８　税目別対前年度増減率の推移

図－９　国庫支出金の推移
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表－８　国庫支出金の状況

表－７　地方交付税の状況



・生活保護費負担金＋１１７億６３百万円（＋９.８％）

生活保護世帯の増などによる。

・その他 ＋７４億１２百万円（＋９.８％）

障害者福祉に係る経費の増などによる。

・児童保護費負担金

▲６８億１４百万円（▲２６.２％）

公立保育所運営費が一般財源化されたことなど

による。

・普通建設事業支出金

▲２８億４５百万円（▲１２.３％）

公営住宅整備事業や市街地再開発事業の減など

による。

④　府支出金

府支出金は７７９億１７百万円で、５８億２１百万円、７.０％

の減となっている。（表－９）

ア．国庫財源を伴うもの

４３５億３４百万円、▲１９億４８百万円（▲４.３％）

主な増減要素は、以下のとおりである。

・児童保護費負担金 ▲２８億７０百万円（▲３１.６％）

公立保育所運営費が一般財源化されたことなど

による。

・その他 ＋２２億３７百万円（＋７.４％）

障害者福祉に係る経費の増などによる。

イ．府費のみのもの

３４３億８３百万円、▲３８億７３百万円（▲１０.１％）

主な増減要素は、以下のとおりである。

・普通建設事業費支出金

▲１１億８９百万円（▲３３.７％）

街路整備に係る事業費の減などによる。

・その他 ▲２７億８６百万円（▲８.０％）

大阪府議会議員及び大阪府知事選挙費委託金の

減などによる。

⑤　財産収入

財産収入は１０６億５４百万円で、３億２１百万円、３.１％

の増となっている。（表－１０）

これは、財産売払収入のうち、土地・建物が４億

２７百万円、４.６％の増となったのが大きな要因であ

る。

⑥　繰入金

繰入金は４３９億８０百万円で、８３億１９百万円、１５.９％

の減となっている。（表－１１）

主な増減要素は、以下のとおりである。

・基金繰入金 ▲９６億４２百万円（▲２２.８％）

（内訳）

・財政調整基金 ▲３７億３９百万円（▲２７.２％）

・減債基金 ▲３４億８４百万円（▲５９.０％）
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表－９　府支出金の状況

表－１０ 財産収入の状況



・その他特定目的基金

▲２４億１８百万円（▲１０.７％）

なお、財政調整基金から取崩しを行った団体数は、

前年度と変わらず２０団体となっている。また、減債

基金から取崩しを行った団体数は、前年度より４団

体減少して１４団体となっている。

⑦　諸収入

諸収入は５３９億１２百万円で、３５億７５百万円、６.２％

の減となっている。（表－１２）

主な増減要素は、以下のとおりである。

・雑入 ▲３４億８９百万円（▲２０.４％）

・公営企業貸付金元利収入

▲３億６３百万円（▲６４.５％）

⑧　地方債

地方債は１,５９７億５６百万円で、３９５億５４百万円、

１９.８％の減となっている。（表－１３、図－１０）

主な増減要素は、以下のとおりである。

・臨時財政対策債 ▲２９５億２８百万円（▲２７.２％）

・一般単独事業債 ▲１１２億６４百万円（▲２７.９％）

・一般公共事業債 ＋３９億２７百万円（＋７２.４％）

近年の財政の逼迫状態から単独の建設事業が抑制

されたことや、地方財政の財源不足が縮小したこと
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表－１１ 繰入金の状況

表－１２ 諸収入の状況

表－１３ 地方債発行額の状況



に伴って臨時財政対策債が減となったことなどによ

る。

また、歳入総額に占める地方債収入の比率（地方

債依存度）は８.４％で、１.９ポイント減少した。

（図－１１）

Ⅳ　歳　出

平成１６年度の歳出総額は、１兆８,８７１億５１百万円

で、４８４億２０百万円、２.５％の減となっている。

目的別歳出とは、市町村の経費をその行政目的に

より区分したものであり、総務費、民生費、衛生費、

土木費、教育費など１４区分に大別される。

主な増減経費は以下のとおりである。（表－１４、１５、

１６）

・土木費 ▲３４４億２４百万円（▲１０.９％）

・総務費 ▲１１７億９４百万円（▲５.１％）

・公債費 ▲６２億２１百万円（▲３.０％）

・民生費 ＋２０５億１６百万円（ ＋３.３％）

①　総務費

総務費は、２,２０４億３７百万円で、１１７億９４百万円、

５.１％の減となっている。

総務費の主な増減要素は、以下のとおりである。

（表―１７）

・総務管理費 ▲７５億９７百万円（▲４.１％）

庁舎建設等の施設整備に係る事業費の減などに

よる。

・選挙費 ▲３４億７７百万円（▲４６.９％）

知事選挙、衆議院議員選挙等に係る経費の減な

どによる。

性質別内訳の主な増減要素は、以下のとおりであ

る。

・人件費 ▲１０２億２２百万円（▲７.０％）

退職手当や職員給の減などによる。

・普通建設事業費 ▲６８億７１百万円（▲４６.５％）

庁舎建設等に係る事業費の減などによる。

②　民生費

民生費は、６,４５１億７６百万円で、２０５億１６百万円、

３.３％の増となっている。（表－１８、図－１２）

目的別歳出の状況
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図－１０ 地方債発行額の推移
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図－１１ 地方債依存度の推移
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表－１４ 目的別歳出決算の状況

表－１５ 目的別歳出決算額の対前年度増減率の推移

表－１６ 目的別歳出決算額の構成比の推移

表－１７ 総務費の状況
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図－１２ 民生費の推移
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表－１８ 民生費の状況

表－１９ 衛生費の状況



民生費の主な増減要素は、以下のとおりである。

・生活保護費 ＋９１億７１百万円（＋５.４％）

生活保護世帯の増などによる。

・児童福祉費 ＋８２億６９百万円（＋４.１％）

児童手当の支給対象年齢が拡大されたことに伴

う給付費の増などによる。

性質別内訳の主な増減要素は、以下のとおりであ

る。

・扶助費 ＋２３７億２５百万円（＋７.０％）

生活保護世帯の増、児童手当の給付費の増など

による。

・繰出金 ＋６２億５２百万円（＋５.２％）

介護保険事業会計や老人保健事業会計に対する

繰出金の増などによる。

③　衛生費

衛生費は、１,９７８億６９百万円で、５１億１５百万円、
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図－１３ 衛生費の推移
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表－２０ 土木費の状況



２.５％の減となっている。（表－１９、図－１３）

衛生費の主な増減要素は、以下のとおりである。

・保健衛生費 ▲４０億５９百万円（▲４.８％）

病院事業会計への出資金の減などによる。

・保健所費 ▲１０億７９百万円（▲１９.３％）

職員給の減や保健所の整備事業費の減などによ

る。

性質別内訳の主な増減要素は、以下のとおりであ

る。

・その他 ▲３７億９６百万円（▲１８.７％）

病院事業会計への出資金の減などによる。

・人件費 ▲２２億７６百万円（▲４.４％）

職員数の削減や給与カットなどによる。

④　土木費

土木費は、２,８１７億３３百万で、３４４億２４百万円、

１０.９％の減となっている。（表－２０、図－１４）

土木費の主な増減要素は、以下のとおりである。

・都市計画費のうち

下水道費 ▲１１６億５百万円（▲１０.４％）

下水道事業会計への繰出金の減などによる。

区画整理費等 ▲９４億５３百万円（▲１９.０％）

市街地再開発事業の減などによる。

・住宅費 ▲５９億５２百万円（▲２７.５％）

住宅整備に係る事業費の減などによる。

性質別内訳の主な増減要素は、以下のとおりであ

る。

・普通建設事業費 ▲２０２億１０百万円（▲１９.１％）

市街地再開発、公営住宅、街路整備に係る事業費

の減などによる。

・繰出金 ▲９２億５１百万円（▲９.３％）

下水道事業会計への繰出金の減などによる。

⑤　教育費

教育費は、２,１３７億４５百万円で、４０億９９百万円、

１.９％の減となっている。（表－２１、図－１５）

教育費の主な増減要素は、以下のとおりである。

・体育施設費等 ▲４２億８１百万円（▲２３.１％）

体育施設等の整備費の減などによる。

・教育総務費 ▲２６億７３百万円（▲７.４％）

退職手当や職員給の減などによる。

・中学校費 ▲１９億円５０百万円（▲８.４％）

中学校の建設、改修に係る事業費の減などによる。

・社会教育費 ＋５２億９３百万円（＋１１.３％）

性質別内訳の主な減要素は、以下のとおりである。

・人件費 ▲４７億７７百万円（▲５.１％）

退職手当や職員給の減などによる。

⑥　その他

消防費は､前年度に消防関連用地の取得や消防庁舎

の建設事業などがあったことから、本年度は４２億

５１百万円、５.７％の減となった。

公債費は、繰上償還の減や償還の終了などにより､
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図－１４ 土木費の推移
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６２億２１百万円、３.０％の減となった。

市町村の経費をその性質別により分類すると、義

務的経費、投資的経費及びその他の経費に大別する

ことができる。（表－２２、２３、図－１６）

・義務的経費 ▲７１億６４百万円（▲０.７％）

・投資的経費 ▲３２５億２５百万円（▲１６.９％）

・その他の経費 ▲８７億３１百万円（▲１.３％）

構成比については、表－２４、図－１７のとおりであ

る。

（１）義務的経費

①　人件費

人件費は、４,６２１億７６百万円で、２４８億５３百万

円、５.１％の減となっている。また、歳出総額に

占める人件費の構成比は２４.５％で、０.７ポイント

性質別歳出の状況
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図－１５ 教育費の推移
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表－２１ 教育費の状況
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表－２２ 性質別歳出内訳の状況

表－２３ 性質別歳出決算額の対前年度増減率の推移

表－２４ 性質別歳出決算額の構成比の推移



の減となっている。（表－２５）

人件費の主な増減要素は、以下のとおりである。

・基本給 ▲９９億１１百万円（▲４.６％）

・期末勤勉手当 ▲３２億３百万円（▲３.８％）

各団体の行政改革努力により給料を引き下げた

ことや職員数を削減したことなどによる。

・退職手当 ▲６６億３４百万円（▲１１.３％）

退職者数の減などによる。

②　扶助費

扶助費は、３,７９６億２０百万円で、２３９億円、６.７％

の増となっている。また、歳出総額に占める扶助

費の構成比は、２０.１％で、１.７ポイントの増とな

っている。（表－２６）

扶助費の主な増減要素は、以下のとおりである。

・児童福祉費 ＋１２０億４７百万円（＋１１.３％）

児童手当の支給対象年齢が拡大されたことによ
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図－１６ 性質別歳出の推移

２,５６６�２,５６６�
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1,604
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図－１７ 性質別歳出構成比の推移

25.3 23.216.0 10.8 13.0 1.1 10.625.3 23.216.0 10.8 13.0 1.1 10.6

25.2 23.318.4 10.6 10.0 1.1 11.425.2 23.318.4 10.6 10.0 1.1 11.4

24.5 23.520.1 10.5 8.5 1.4 11.524.5 23.520.1 10.5 8.5 1.4 11.5



る給付費の増などによる。

・生活保護費 ＋９２億８０百万円（＋５.７％）

生活保護世帯の増などによる。

③　公債費

公債費は、１,９８４億５４百万円で、６２億２１百万円、

３.０％の減となっている。（表－２７、図－１８）

公債費の主な増減要素は、以下のとおりである。

（表－２８）

・義務教育施設整備事業債

▲３６億３９百万円（▲１１.０％）

・地域総合整備事業債

▲２１億５４百万円（▲８.０％）

（２）投資的経費

①　普通建設事業費

投資的経費の大部分を占める普通建設事業費が、

補助・単独事業費ともに減少しており、全体とし

ては１,６００億２６百万円で、３２７億３１百万円、１７.０％

の減となっている。（表－２９）

また、歳出総額に占める普通建設事業費の構成

比は、８.５％と前年度から１.５ポイントの減となっ

ている。

普通建設事業費の財源構成は、図－１９のとおり

である。

普通建設事業費の目的別支出の主な増減要素
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表－２６ 扶助費の状況

表－２７ 公債費の推移

表－２８ 地方債元利償還金の事業債別内訳



は、以下のとおりである。

・土木費 ▲２０２億１０百万円（▲１９.１％）

道路、公園、市街地再開発事業等に係る事業費

の減などによる。

・総務費 ▲６８億７１百万円（▲４６.５％）

庁舎建設等の施設整備に係る事業費の減などに

よる。

・民生費 ▲５７億５２百万円（▲４１.７％）

社会福祉施設等の整備に係る事業費の減などに

よる。

普通建設事業費の目的別構成比は、表－３０、

図－２０のとおりである。

普通建設事業費における用地取得費は、４９２億

３５百万円で、６５億９９百万円、１１.８％の減となっ

ている。

用地取得費の主な増減要素は、以下のとおりで

ある。（表－３１）

・公営住宅 ▲３０億７７百万円（▲８２.３％）

公営住宅に係る用地の取得費の減などによる。

・社会体育施設 ▲２６億２８百万円（▲９３.９％）

社会体育施設に係る整備事業の減などによる。

なお、普通建設事業費に占める用地取得費の割

合は３０.８％と、１.８ポイント減少している。（表－

３２）

②　その他

災害復旧事業費は、３億９９百万円で２億６百万

円、１０７.４％の増となっている。
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9.7 3.3 17.79.7 3.3 42.1 17.7 27.327.327.3

11.8 4.1 12.211.8 4.1 39.2 12.2 32.732.732.7

12.3 3.5 40.3 10.610.6 33.212.3 3.5 10.6 33.2

図－１９ 普通建設事業費財源内訳構成比の推移

表－２９ 普通建設事業費の推移

図－２０ 普通建設事業費の目的別構成比の推移

14.3  6.1  7.3 4.5 17.7 0.947.31.914.3  6.1  7.3 4.5 17.7 0.947.31.9
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4.9  5.0  6.2 1.6 25.853.4 0.92.14.9  5.0  6.2 1.6 25.853.4 0.92.1

図－１８ 公債費・地方債発行額の推移
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（３）その他の経費

①　物件費

物件費は、２,２２４億１６百万円で４億７６百万円、

０.２％の増となっている。（表－３３）

主な増減要素は、以下のとおりである。

・委託料 ＋２２億６５百万円（＋１.８％）

委託業務増加による委託料の増などによる。

・その他 ▲１０億２０百万円（▲３.３％）

電算システム等のリースに係る経費の減などに

よる。

②　補助費等

補助費等は、１,５３９億５９百万円で、７０億２６百万

円、４.４％の減となっている。（表－３４）

主な増減要素は、以下のとおりである。

・地方公営企業会計に対するもの

▲３０億６２百万円（▲９.２％）
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表－３０ 普通建設事業費の目的別状況

表－３１ 用地取得費の状況

表－３２ 用地取得費の占める割合



下水道事業会計等に対する繰出金の減などによ

る。

・その他 ▲４３億９０百万円（▲５.９％）

一部団体の基金借入に係る返還金の減などによ

る。

③　積立金

積立金は、２７３億１９百万円で、６７億５５百万円、

３２.８％の増となっている。

堺市と美原町の合併による積立金の増などによ

る。

④　貸付金

貸付金は、３６８億２百万円で、９５百万円、０.３％

の減となっている。（表－３５）

⑤　繰出金

繰出金は、２,１６２億３０百万円で、４１億８６百万円、

１.９％の減となっている。（表－３６）

主な増減要素は、以下のとおりである。

・下水道事業会計 ▲８８億１６百万円（▲９.２％）

・介護保険事業会計（事業勘定）

＋４５億３７百万円（＋１３.０％）

要介護者の増加に伴う介護給付費の増などによ

る。

・老人保健医療事業会計

＋３１億８百万円（＋１１.９％）

給付費の増などによる。
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表－３３ 物件費の状況

表－３４ 補助費等の状況

表－３５ 貸付金の状況



Ⅴ　財政分析等

平成１６年度における府内市町村の一般財源等（注）

の充当状況をみると、歳出に充当された一般財源等

の総額が、１兆３,５５５億７７百万円で、３４８億６８百万円、

２.５％の減となるとともに、一般財源等収入額も、１

兆３,６００億３０百万円で、２９７億９５百万円、２.１％の減

となり、ともに３年連続の減少となっている｡

（表－３７）

次に、歳出のうち、義務的経費に充当された一般

財源等の状況についてみると、人件費では、職員数

の削減や給与カットなどによる職員給の減や退職手

当の減などで、１４０億１０百万円、３.１％の減となっ

ている｡また、公債費は、義務教育施設整備事業債や

一般単独事業債のうち地域総合整備事業債の元利償

還金が減少したことなどにより、６７億８１百万円、

３.４％の減となっている。

その一方で、扶助費が、増加し続ける生活保護

費や児童手当の支給年齢の拡大などによる影響で、

１０億円１９百万円、０.９％の増となっているが、その

伸び率は鈍化している。

この結果、義務的経費全体の一般財源等の充当額

は７,４０４億３０百万円となり、１９７億７３百万円、２.６％

の減となっている｡

投資的経費に充当された一般財源等は、近年の財

一般財源等の充当状況
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表－３６ 繰出金の状況

表－３７ 一般財源等の充当状況



政状況を反映して、引き続き建設事業の抑制に努め

ていることから、普通建設事業費が５年連続で減少

しており、全体でも９７億３９百万円、１５.４％の減とな

っている｡

その他の経費については、病院事業会計や下水道

事業会計（法適分）への繰出しの減により補助費等

が７５億９１百万円、５.１％の減、下水道事業会計（法

非適分）への繰出しの減により繰出金が４１億８７百万

円、２.１％の減となっている。一方、積立金に充当

された一般財源が６８億９４百万円、４９.８％の増となっ

たことなどにより、その他経費全体では５３億５６百万

円、０.９％の減となっている。

次に、図―２１より府内市町村と全国市町村におけ

る一般財源等の充当状況の構成比をみると、その他

の経費は、府内市町村、全国市町村とも同じような

構成比で推移しているものの、義務的経費では府内

市町村が、投資的経費では全国市町村がそれぞれ４

～７ポイント上回る割合で推移している｡

義務的経費の内訳（図－２２）でみると、人件費と

扶助費において府内市町村が全国市町村を上回る状

況で推移し、逆に公債費では全国市町村を下回って

推移している｡

平成１５年度におけるポイント差は、人件費が５.９

ポイント、扶助費が２.９ポイント、公債費が２.６ポイ

ントの差となっているが、近年、府内市町村では、

職員数の削減、職員給のカットなど、人件費削減に

向けた取組みが進められており、人件費のポイント

差が若干縮小傾向にある｡

その一方で、扶助費は生活保護費の急増などによ

りポイント差は拡大傾向にある｡

また、公債費にあっては、ここ数年、２.１～２.３ポ

イントの差で推移していたものが、平成１５年度は

２.６ポイントの差となった｡

次に、図－２３より、投資的経費の大部分を占める

普通建設事業費の構成比をみると、補助事業費、単

独事業費ともに、全国市町村が府内市町村を上回っ

ている｡

特に単独事業費は、以前は５ポイント前後の差が

あったものの、平成１５年度では４.０ポイント差となっ

ており、ポイント差は小さくなってきている｡なお、
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図－２１ 一般財源等の充当状況
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図－２２ 一般財源等の充当状況（義務的経費）



平成１５年度における普通建設事業費におけるポイン

ト差は４.７ポイントとなっている｡

以上のように、府内市町村は、全国平均を上回る

人件費等の義務的経費に充てる一般財源等を、単独

建設事業への充当を抑制することで捻出しているこ

とがわかる。

（注）「Ⅴ　財政分析等」の項における「一般財源等」とは、

いわゆる狭義の一般財源のほか、交通安全対策特別交付

金、使用料・手数料などのうち、その収入が必要経費を

超過する場合の超過額、財政調整基金の取崩しによる繰

入金、臨時財政対策債などの赤字地方債など、一般財源

と同様に使用される財源を含んでいる。

経常収支比率とは、財政構造の弾力性を測る指標

の一つであり、法定普通税や普通交付税などの経常

一般財源等収入が、人件費、扶助費のような経常的

な経費にどれだけ充当されたか、その割合によって

財政構造の弾力性をみようとするものである。

一般的には、都市にあっては７５％、町村にあって

は７０％程度が妥当と考えられている。

なお、平成１３年度より経常収支比率の算出方法が

変更されており、経常一般財源等収入に減税補てん

債（注１）と臨時財政対策債（注２）を加えて算出

することとなった｡（図－２４、表－３８）

府内市町村の経常収支比率は、従来から高い比率

で推移していたが、特別減税の実施や長引く不況の

影響による地方税の減収で経常一般財源等収入が伸

び悩むなか、人口急増期に大量採用した職員の高齢

化による人件費の増加や都市基盤整備の実施による

公債費の増加などにより、平成６年度からは１１年連

続で９０％を超える非常に高い数値で推移している。

平成１１年度から平成１３年度まで９５％台で推移して

いた数値は、平成１４年度には９７.３％と大幅に悪化し

た。平成１５年度は９６.４％と若干改善し、平成１６年度

は９６.７％となり昨年度とほぼ同水準となっている。

全国市町村においては、８０％台で推移していたも

のが、平成１６年度には９０.５％となり、１０ポイント以

上差のあった府内市町村との差は、６.２ポイントま

で縮まっている。

表－３８、３９、４０より、経常収支比率の算出の基

礎数値を収入と支出に分けてみてみると、経常一般

財源等収入は、所得譲与税の創設により地方譲与税

が１１６億２０百万円、７４.５％の大幅な増や地方消費税

交付金が５６億１２百万円、１０.２％の増となったもの

の、臨時財政対策債が２９５億２８百万円、２７.２％の大

幅な減となったことや大部分を占める法定普通税等

が１０２億４２百万円、１.３％減となったことなどによ

り、全体では２０５億７７百万円、１.７％の減となった。

一方、経常経費充当一般財源等は、生活保護費等

の増加や児童手当の支給対象年齢の拡大などで扶助

費充当分が１０億１７百万円、０.９％の増、繰出金充当

分が５３億７１百万円、３.７％の増となったものの、職

員数の削減などで人件費充当分が１２５億３０百万円、

３.０％の減となったことや公営企業会計（法適分）へ

の繰出しの減少により補助費等充当分が２２億３４百万

円、１.８％の減となったことで、全体としては１６４億

５２百万円、１.４％の減少となった。

このように経常一般財源等収入が減少するなか、

経常経費充当一般財源等は、扶助費や繰出金などが

増加しているものの、人件費の削減効果等により、

図―２５、表－４１のとおり、経常収支比率は前年度と

ほぼ同水準となった｡このように、人件費の抑制によ

り財政構造の改善の兆しはみえてきたものの、さら

なる改善に向けては、事務事業全般にわたる取組み

が重要であることが分かる結果となった｡

また、表－４２より経常収支比率の段階区分による

団体数の状況をみると、平成１６年度においては、

経常収支比率
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図－２３ 一般財源等の充当状況（普通建設事業費）
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図－２４ 経常収支比率の推移

表－３８ 経常経費充当一般財源等の状況

表－３９ 経常一般財源等収入の増減率

表－４０ 経常経費充当一般財源等の増減率



１００％以上の団体が、昨年度より１団体増加して１３

団体となり、９０％以上の団体は全体の９割以上を占

めており、府内市町村の財政構造の硬直化は深刻な

状況となっている｡

（注１）減税補てん債は、住民税減税等の実施による減収に

対処するために発行を許可された地方債（特例地方債）

である。

（注２）臨時財政対策債は、地方交付税の不足分に係る借入

れのうち地方負担分の一定割合を地方自ら借入れする

地方債（特例地方債）である｡

①　公債費負担比率

公債費負担比率とは、一般財源等収入に対する公

債費に充当された一般財源等の割合で、一般的に、

財政運営上、１５％が警戒ライン、２０％が危険ライ

ンといわれている。（図－２６、表－４３）

府内市町村の公債費負担比率は、１４.２％で、０.２％

の減となった。

これは、分母となる一般財源等収入が２.１％の減と

なるとともに、義務教育施設整備事業債や一般単独

事業債のうち地域総合整備事業債の元金償還金が減

少したことなどから、分子である公債費充当一般財

源等が３.４％の減となったためである｡

公債費負担比率及び起債制限比率
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表－４１ 経常収支比率の内訳

図－２５ 経常一般財源等収入及び経常経費充当一般財源等の推移

12,296

12,090

11,856

11,692

96.4 96.7

図－２６ 公債費負担比率の推移

18.0

19.0

17.3 17.5

14.4 14.2

表－４２ 経常収支比率の段階区分による団体数



これまでの公債費負担比率の推移をみると、府内

市町村、全国市町村ともに、平成４年度以降上昇を

続けていたものが、平成１１年度、１２年度で一旦横

ばいの状況となったものの、平成１３年度、１４年度

は再び上昇した｡平成１５年度は、全国市町村はさら

に０.２ポイント上昇したが、府内市町村は０.４ポイン

ト下がっている。

表―４４より、公債費負担比率を段階別にみると、

危険ラインである２０％以上の団体が４団体あり、１５％

以上２０％未満の団体を合わせると、府内市町村のほ

ぼ半数が警戒ラインを超えた状況にある｡

公債費負担比率の算出にあたっては、単年度のみ

大きく影響する繰上償還なども含まれるため、これ

ら単年度要素を除いた場合も考慮する必要がある。

参考までに平成１５年度、１６年度の繰上償還額を単

純に除いた場合の府内市町村の公債費負担比率は、

１５年度が１４.３％、１６年度が１４.１％となっている。

②　起債制限比率

起債制限比率は、地方債の許可制限に係る指標と

して地方債許可方針に規定されており、地方債元利

償還金に充当された一般財源（除く地方交付税措置

分）が標準財政規模（除く地方交付税措置分）に対

し、どの程度の割合となっているかを３ケ年平均で

みるものである。

なお、公債費増大の歯止め措置として、この起債

制限比率が一定の率（２０％又は３０％）を超えた場合

には、各事業に係る地方債の発行を制限されること

となる。（図―２７）

平成１６年度における府内市町村の起債制限比率は

１０.３％となり、昨年度から変化はなかった。

一方、全国市町村における起債制限比率も府内市

町村と同様、平成１１年度以降は横ばいの状況にあっ

たが、平成１６年度は１１.２％で若干上昇する傾向にあ

る。府内市町村とポイント差は平成１６年度で０.９ポイ

ントとなっている｡

表－４５より、起債制限比率を段階別にみると、地

方債の発行を制限される２０％以上の団体はないもの

の、府内市町村の１０％以上の団体は府内全市町村の

半数の２１団体を数える｡

単年度の起債制限比率の状況を踏まえ、今後も地

方債の計画的な発行を行っていくことが必要であ

る｡
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表－４３ 公債費充当一般財源等及び一般財源等収入の増減率

表－４４ 公債費負担比率の段階別団体数の状況

10.9 11.0
11.2

10.3 10.3

図－２７ 起債制限比率の推移

表－４５ 起債制限比率の段階別団体数の状況



地方公共団体の財政状況をみるには、単年度の収

支状況のみでなく、地方債や債務負担行為等のよう

に、将来にわたって財政負担となるものや、年度間

の財政調整を図り、将来における弾力的な財政運営

のために財源を留保する積立金等の状況などについ

ても、併せて総合的に把握しておく必要がある。府

内市町村における状況は次のとおりとなっている。

①　地方債現在高

平成１６年度における地方債現在高は、１兆９,３０５億

９百万円で、４７億２４百万円、０.２％の増となってい

る。（図－２８、表－４６）

これは、一般単独事業債で３２４億６４百万円、４.２％

の減、義務教育施設整備事業債で１３７億４２百万円、

８.４％の減となったのをはじめ、主な建設事業債で

軒並み前年度を下回る状況となったものの、赤字地

方債である臨時財政対策債で７８２億５５百万円、４２.２％

の大幅な増となったことが大きな要因と考えられる｡

また、図－２９、表－４６、４７より、地方債現在高の

将来にわたる財政負担
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図－２９ 地方債現在高の構成比の推移

図－２８ 地方債現在高の対前年度増減率の推移

2.4

0.22.1

1.8

表－４６ 地方債現在高の状況



事業別構成比をみると、従来同様、地方単独事業の

推進により著しい伸びを示した一般単独事業債が最

大の構成比となっている状況には変わりはないもの

の、減税補てん債と臨時財政対策債の２つの赤字地

方債を併せるとこれに次ぐ大きい構成比を示す状況

となっている｡

府内市町村における地方債現在高は、普通建設事

業費の抑制基調のなか、平成１２年度には減少に転じ

たものの、平成１３年度に臨時財政対策債が導入され

たことで再び増加傾向を示している。

一方、府内市町村と全国市町村の事業別構成比を

みると、平成１１年度以降、府内市町村でも構成比の

大きい一般単独事業債が全国市町村の構成比を上回

る状況にあり、平成１５年度ではポイント差が４.７ポ

イントまで拡大している｡

図－３０をみると、ここ数年、横ばいで推移してい

た地方債現在高の人口一人当たりの額は、平成１４年

度には増加に転じ、平成１６年度には３１３.７千円とな

った｡これは、現在高総額での状況と同じく、臨時財

政対策債など赤字地方債の増加が主な原因と考えら

れる｡赤字地方債発行は、全国市町村においても、大

きな影響を与えており、平成１５年度における地方債

現在高の人口一人当たりの額は４１８.５千円と、府内

市町村を１０５.８千円上回る額となり、その差はさら

に広がっている｡

次に、図－３１より、平成１６年度の地方債現在高の

標準財政規模に対する比率は１７６％となっており、前

年度を２ポイント上回っている。

標準財政規模が年々縮小している状況下での地方

債残高の増加は、今後、従来以上に大きな負担にな

るものと考えられる｡

全国市町村についても、府内市町村と同様、対標

準財政規模に対する比率は過去最高の水準となって

おり、平成１５年度では府内市町村を２６ポイント上回

り、標準財政規模の２倍となっている｡

②　積立金現在高

府内市町村の積立金現在高は、普通建設事業に充

てる取崩しや地方税の減収等による財源不足を補て

んするため、３７億４７百万円、１.２％の減となってい

る｡

積立金現在高の減少はこれで１２年連続（少子化対

策、介護円滑導入などによる交付金を積み立てたこ

とにより増加した平成１１年度を除く｡）となった｡

（図－３２、表－４８）
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表－４７ 地方債現在高と構成比の推移
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図－３０ 地方債現在高人口一人当たり額の推移
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図－３１ 地方債現在高の標準財政規模に対する比率の推移



内訳をみると、財政調整基金では同基金を設置し

ている市町村のうち、約半数の市町村で前年度を下

回る基金残高となっており、全体でも４９億７１百万円、

５.７％の減となっている｡

一方、減債基金では１億６６百万円、０.７％の増、そ

の他特定目的基金では１０億５９百万円、０.５％の増と

なっている｡

図－３３より、積立金現在高の人口一人当たり額を

みると、平成１６年度では４９.７千円となり、昭和６３年

以来１６年ぶりに５０.０千円を下回ることとなった｡

平成１５年度の状況をみても、全国市町村より２６.０
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図－３２ 積立金現在高の推移

表－４８ 積立金現在高の状況
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千円も低く、平成４年度以来、その差は拡大し続け

ている｡

図－３４、表－４９の積立金現在高の標準財政規模に

対する割合を見ると、平成１６年度においては、積立

金合計で２７.９％となり、前年度を０.１ポイント下回

った。積立金別では、その他特定目的基金が１８.２％

で前年度より０.２ポイント増加しているものの、財政

調整基金は７.５％で０.４ポイントの減少、減債基金で

は２.１％で前年度と同水準となっている。

③　債務負担行為に基づく翌年度以降支出予定額

府内市町村の債務負担行為に基づく翌年度以降支

出予定額は、３,７４３億７４百万円で、２６億７９百万円、

０.７％の増となっている。（表－５０）

これは、前年度に引き続き、各団体が土地開発公

社からの買戻し等を積極的に行ったことなどから、

「土地の購入に係るもの」が５０億２２百万円、２.８％の

減となったものの、物件の購入等に係るもののうち、

「製造・工事の請負に係るもの」が９７億７百万円、
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図－３４ 積立金の標準財政規模に対する割合

表－４９ 積立金の標準財政規模に対する割合



４０.６％の増となっているためである｡

④　将来にわたる実質的な財政負担

債務負担行為に基づく翌年度以降支出予定額に地

方債現在高を加えたものから、積立金現在高を差し

引いた「将来にわたる実質的な財政負担」は、１兆

９,９９０億２６百万円で、１１１億５０百万円、０.６％の増と

なっている。（図－３５、表－５１）

これは債務負担行為に基づく翌年度以降支出予定

額が２６億７９百万円、０.７％の増、臨時財政対策債を

はじめとした赤字地方債の増加により地方債現在高

が３７億４７百万円、０.２％の増となる一方で、積立金

現在高が取崩しにより３７億４７百万円、１.２％の減と
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表－５０ 債務負担行為に基づく翌年度以降の支出予定額の状況
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図－３５ 将来にわたる実質的な財政負担

表－５１ 将来にわたる実質的な財政負担



なったことによる。

また、「将来にわたる実質的な財政負担」の標準財

政規模に対する割合についても、平成１１年度以降横

ばいの状況であったものが、平成１４年度、１５年度で

それぞれ０.１ポイントずつ上昇し、平成１６年度は前

年度と同数となった｡

これを全国市町村と比較すると、平成１１年度から

４年連続で同じ割合となっていたが、平成１５年度は

全国市町村が０.１ポイント上回ることとなった。

このように、収支不足を補うための取崩しにより、

基金現在高が減少しているなか、将来にわたる財政

負担が過大にならないように注意する必要がある。

バランスシートは、行政活動のうち、特に投資事

業にスポットを当て、資産形成とそれに対する地方

債や補助金等の状況を一覧的に明らかにするもので

ある。（表－５２）

府内市町村のバランスシートは、平成１７年３月３１

日現在で、総資産が６兆７,９０６億１２百万円、負債が２

兆４,４３８億８６百万円となり、正味資産は４兆３,４６７億

２６百万円となっている。また、総資産に占める負債

の割合は３６.０％となっている。

資産の部の内訳をみると、有形固定資産が６兆

２,１５４億７０百万円で、総資産に占める割合は９１.５％

府内市町村のバランスシート
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となっている。

一方、負債の部の内訳をみると、地方債が固定負

債、流動負債を合わせて１兆９,３０５億１０百万円で、負

債に占める割合は７９.０％となっている。

また、次に割合の大きい退職給与引当金は５,００７

億９４百万円で、負債の２０.５％を占めている。なお、

正味資産の部では、地方税等の一般財源等が３兆

３,１３５億６３百万円で、全体の７６.２％を占めている。

次に、表－５３より府内市町村における住民一人あ

たりのバランスシートを見ると、総資産が１,１０３,４３０

円、負債が３９７,１１６円となり、正味資産は７０６,３１５

円となっている。

各市町村においてもバランスシートを作成し、投

資に対する評価やリスク管理といった長期的な財政

運営に役立てるほか、府内市町村のバランスシート

との比較を行うなど、自団体の財政分析にバランス

シートを積極的に活用していただきたい。
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Ⅵ　特別分析

～府内市町村の国民健康保険の決算分析と

健全化対策について～

わが国の公的医療保険制度は、政府管掌健康保険、

組合管掌健康保険、各種共済組合保険、国民健康保

険など、被保険者の業種等により制度が異なるもの

の、全ての国民が必ずいずれかの制度に加入する

「国民皆保険」を前提としている。医療保険制度を

取り巻く環境は、国民医療費が増加するなか、医療

費を賄う主たる財源である保険料は伸び悩んでいる

という非常に厳しい状況となっている。

このうち、市町村が保険者となって運営している

国民健康保険についても、厚生労働省が発表してい

る全国ベースの平成１６年度速報値で、単年度収支差

引額（収支差引から「基本繰入金」「繰越金」「基金

積立金」「前年度繰上充用金」を除いたもの）が約

１７０億円の赤字となっており、保険基盤安定制度や

財政安定化支援事業などの財政支援の制度があるに

もかかわらず、非常に厳しい財政運営となっている。

これに加えて、制度発足当初は、自営業者及び農

林水産業者を主な被保険者としていたものが、最近

では景気低迷に伴うリストラやニートの増加等に伴

い、無職者や離職者が増加し、その人たちが国民健

康保険の被保険者となることにより、被保険者の構

成割合が大きく変化するなどの問題も抱えている。

こうした厳しい状況のなか、市町村の国民健康保

険事業会計のなかには、普通会計からの赤字補てん

の繰入金に頼った財政運営を行っているところもあ

る。しかしながら、当の普通会計においても、地方

税収入の減少など、その財政状況は厳しくなってお

り、これまでのような繰出しを続けることが難しく、

会計間の関係のあり方を見直さざるをえないところ

にきている。

こうした点を踏まえ、府内市町村の国民健康保険

事業会計の現状を整理・分析するとともに、健全化

に向けた取組について述べていくこととする。

府内市町村の国民健康保険事業会計の平成１６年度

の単年度収支は、１１億円の赤字となっており、実質

収支についても、２３１億円の赤字を計上している。

（図－３６）実質収支の赤字額は、この１０年間で１０７

億円増加しており、約２倍となっている。また、実

質収支が赤字の団体は２１団体あり、４２市町村の半分

が赤字を計上している。

平成１６年度の地方財政状況調査による決算数値を

用いて、国民健康保険事業会計の歳入・歳出の構成

割合をみると、図－３７のとおりである。

まず、歳入については、国庫支出金１,８５２億７２百万

円（３４.６％）、保険料（税）１,８０６億９１百万円（３３.８％）、

療養給付費交付金９４４億７５百万円（１７.６％）、他会計

繰入金５５２億５９百万円（１０.３％）が主な収入となっ

ている。

このうち、保険料については、保険給付費を賄う

主な財源として全体の３３.８％を占めており、平成６

年度からの１０年間で５３６億７７百万円、４２.３％の増加

となっている。（図－３８）これは、被保険者数の増

（１０年間で５４０千人、３１.７％の増）や保険給付費の

増に伴う保険料水準の上昇によるものである。

（図－３９）

なお、歳入の約１割を占める他会計繰入金には、

「財源補てん的なもの」と区分されているものから財

政安定化支援事業分を除いた赤字補てん的な繰入金

が８２億６５百万円含まれている。

一方、歳出については、構成割合の高い順に、保

険給付費３,４２２億９３百万円（６１.３％）、老人保健拠出

国民健康保険財政の状況について

はじめに
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金１,３６９億０９百万円（２４.５％）、介護給付費納付金

３０５億９１百万円（５.５％）などとなっている。

このうち、保険給付費については、急速な高齢化

に伴い、１０年間で１,１３８億３５百万円、４９.８％の増と

なっている。（図－４０）

こうした歳入・歳出の結果、赤字補てん的な他会

計繰入金とあわせると、単年度で約１００億円近い収支

不足が生じている。

このような収支不足が生じている要因について

は、次のようなことが考えられる。

まずは、制度上の問題である。急速な高齢化の進

行に伴い、日本の国民医療費は年々増加を続けてい

る。このことが、医療保険制度全体にわたって、そ

の財政を圧迫している。そうしたなかで、国民健康

保険は、医療保険制度の最終的な受け皿として、無

赤字体質となっている要因と問題点
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職者や離職者などの保険料の負担能力の低い層を被

保険者として受け入れており、増大する保険給付費

に対応する収入を確保することが特に難しくなって

いる。

このような問題に対しては、医療提供体制を含め

た医療保険制度全体の見直しが必要だと考えられ

る。そのため、国において高齢者の医療保険のあり

方や医療保険制度の一元化を踏まえた保険者のあり

方など、抜本的な改革について地方の意見を聞きな

がら、議論を行っていくべきであろう。

こうした制度上の構造的な問題を受けて、市町村

における国民健康保険の財政運営上の具体的な問題

として、特に収納率の低下があげられる。（図－４１）

収納率の低下の原因としては、算定基礎となる保

険給付費の増加に伴う保険料水準の上昇や、被保険

者の所得水準の低下などが考えられるが、ライフス

タイルの変化により窓口納付が困難となったこと、

他の医療保険制度との保険料負担の格差や若年層を

中心とした保険料負担への不公平感などがあるた

め、収納率の低下が国民健康保険事業会計へ与える

影響は近年大きなものがある。

仮に、平成６年度の現年分の収納率（府内市町村

平均９０.９％）を、平成１６年度まで維持することがで

きれば、府内市町村全体の保険料収入は約２７０億円増

加することとなり、単年度の収支不足のみならず、

これまでの累積赤字も解消されるという試算となる。

一方で、支出の大部分を占める保険給付費につい

ては、高齢化の進行及び生活習慣病に代表される疾

病構造の変化によって、今後増加することが予測さ

れる。そのため、健康診断事業をはじめとする保健

事業に積極的に取組むなど、保険給付費の抑制に努

めることが必要である。また、不適正な保険請求に

対する点検体制を強化するなど、保険給付費の適正

化を図るための対策も必要である。

次に、一部の市町村で既に実施されているものを

含め、現時点で考えられる対策例をいくつか挙げる

こととする。

（１）収納率向上対策

①　口座振替制度の推進

口座振替制度は、保険料を納付する者の金融機

関の口座から自動振替で保険料を納付するもので

あり、被保険者からは納付期ごとの納付手続きが

不要となるとともに、市町村においては、収納事

務の簡素化につながるため、その推進が求められ

ている。また、被保険者の失念による未納も防ぐ

ことができるため、収納率の向上にも一定の効果

があると考えられる。

制度の推進にあっては、徴収員による勧誘や広

報誌・ポスターによるＰＲなどが一般的に行われ

ているが、さらに、勧誘により口座振替件数が増

加した場合に、金融機関や徴収員へ一定の報酬を

支払い、口座振替制度推進のインセンティブが働

く仕組みを導入している市町村もある。

②　コンビニ収納の推進

平成１５年４月から厚生労働省の地域指定を受け

れば、保険料収納事務の私人への委託が可能とな

った。これを受けて、被保険者の納付の利便性を

向上し、収納率の向上を図るため、コンビニエン

スストアへの収納事務の委託を行っている市町村

がある。コンビニエンスストアは、かなりの数が

設置されており、２４時間営業しているため、被保

険者の都合にあわせて保険料の納付ができること

が大きなメリットである。一方で、コンビニエン

スストアに対して収納手数料が生じるというデメ

リットがある。しかしながら、この制度を導入し

ている市町村においては、一定の収納率向上の効

果がでていることから、導入について検討する価

値はあると考えられる。

③　担当者制による継続的な対応の確保

保険料を納付できない被保険者には、支払う能

力があるにもかかわらず納付しない者や支払う意

思はあるが失業中のために納付できない者など、

それぞれにさまざまな事情があると考えられる。

こうしたことに対応するには、被保険者との継続

的な関与が必要となる。相談のたびに窓口の担当

国民健康保険会計の健全化対策例について
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者が替わってしまっては、被保険者と職員の間の

関係をつくりあげにくいということもある。そこ

で、市町村の区域をいくつかに分け、２人１組で

それぞれの地域を担当するという「地域担当制」

を導入しているところがある。これにより、可能

な限り担当者が継続して相談等にあたることによ

り、被保険者の実態把握に努めようとする取組で

ある。

④　滞納処分の強化

保険料の滞納処分によって、被保険者に対する

公平性の確保や保険者である市町村の厳正な姿勢

を示すことは、制度全体の理解を得るためにも重

要である。

滞納処分を行うにあたっては、国民健康保険事

業担当課において、ノウハウがあまり蓄積されて

いないことがあり、実施に際しては、市税の徴収

担当課との合同研修やノウハウを持つ職員の配置

などを行い、担当者のレベルアップを図る必要が

ある。

さらに、差し押さえた動産・不動産をインター

ネットで公売するなど新たな取組を始めた市町村

もある。

（２）保険給付費抑制に向けた適正化策

①　レセプト点検の充実

レセプトの点検については、取組んでいる市町

村が多くあると思われるが、専門的な知識を必要

とするため、なかなか効果がでていないところも

あるのではないか。そのため、市町村の職員が直

接点検を行う場合には、医療事務の知識を有する

非常勤職により点検できる体制を整えたり、点検

を委託している場合には、プロポーザル方式（提

案型）の入札により、民間のノウハウを活用しつ

つ、効果的な点検が行われるような工夫が必要で

ある。

②　ヘルスアップ事業の推進

ヘルスアップ事業は、被保険者のための健康増

進、疾病予防を図り、増大する医療費の抑制を図

るための事業である。一部の市町村においては、

生活習慣病をはじめとする疾病予防の対策を図る

事業を実施しているところもある。また、厚生労

働省の提唱による国保ヘルスアップ事業の導入を

実施している市町村もあり、国保担当課と他課と

の連携を密にしながら、健康増進に向けて医療費

の適正化に努めていくべきではないだろうか。

国民健康保険制度を取り巻く環境は厳しく、保険

者である市町村のみで課題を解決することは困難で

あり、医療保険制度全体を抜本的に見直す必要があ

る。

そのため、政府・与党医療改革協議会において、

保険者の再編・統合、新たな高齢者医療制度の創設

等を内容とする「医療制度改革大綱」が決定され、

平成２０年度の改革実施に向け、現在、法案の整備が

進められている。

しかしながら、現行の制度においても、高い収納

率を維持し、保険給付費の適正化を図りつつ、国民

健康保険事業会計の健全な運営を行っている市町村

もある。医療保険制度は、被保険者が互いにリスク

を公平に負担し、自分たちが支払う保険料で、自分

たちが利用するサービスの対価を賄っていくという

仕組みである。この制度の保険者である市町村は、

被保険者からの期待に応え、制度の適正な運営に、

更なる努力を行う必要があるのではないか。

今回紹介した事例が全てではないが、こうした取

組を含めて、それぞれの市町村において創意工夫を

凝らしながら、新たな取組が行なわれ、国民健康保

険制度がよりよい制度となることを期待したい。

Ⅶ　公共施設の状況

府内市町村では、住民の生活や福祉の向上を図り、

個性豊かで魅力ある街づくりを推進するため、道路

や都市公園等の公共施設の整備に努めている。これ

ら主要な公共施設の整備状況の概要は、次のとおり

である。なお、府内の各市町村の数値は、本誌平成

１８年３月号別冊に掲載予定であるので参照されたい。

市町村公共施設状況調査は、平成１５年度分調査か

ら、詳細調査は３年に一度行われることとなったた

まとめ
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め、今回の調査は縮小調査となっている。次回の詳

細調査は、平成１７年度分調査（平成１８年度実施）の

予定である。

（１）道路

平成１７年４月１日現在における市町村道の実延長

は１万２,７７６ｋｍ（対前年度比１.０％増）、面積は

８０,５５８千㎡（同１.４％増）である。これらを１０年前

（平成７年４月１日現在）と比べると、実延長は

８.９％増、面積は１３.１％増となっている。

（２）公営住宅

平成１６年度末における公営住宅等（公営住宅法

（昭和２６年法律第１９３号）に基づく公営住宅、住宅地

区改良法（昭和３５年法律第８４号）に基づく改良住宅

及び地方公共団体が独自に建設する単独住宅）の総

戸数は２９,９８４戸であり、前年度と比べると１８９戸増

加（０.６％増）となっている。これを１０年前（平成

６年度）と比べると１,６００戸増加（５.６％増）となっ

ている。また、公営住宅等総戸数に占める公営住宅

の割合は６３.９％（前年度６４.１％）となっている。

（３）公園

平成１６年度末現在における都市公園等（地方公共

団体等が都市計画区域内において設置し、管理して

いる施設で、公園としての実態を備え、一般の利用

に供しているものを含む。なお、児童遊園は除く。）

の数は５,５６１箇所（対前年度比２.３％増）で、その面

積は３７,８７０千㎡（同１.３％増）となっている。また、

これらを１０年前（平成６年度）と比べると、都市公

園等の箇所数は１,３６９箇所増加（３２.７％増）、その面

積も７,３３６千㎡増加（２４.０％増）となっている。

都市公園等を設置者別にみると、市町村が設置し

たものが５,５４１箇所（対前年度比２.３％増）、２６,３０９

千㎡（同０.５％増）で、総箇所数の９９.６％、総面積

の６９.５％を占めている。

（４）下水処理施設

汚水（し尿及び生活雑排水）及び雨水を処理する

施設としては、公共下水道（特定環境保全公共下水

道を含む。以下、この項において同じ。）、農業集落

排水施設、漁業集落排水施設等があり、また、汚水

を処理する施設としては、合併処理浄化槽等がある。

これらの下水処理施設については、財政措置の充実

が図られていることもあり、近年の環境保全意識の

向上とともに、各地域の実態に即した整備が進めら

れている。

これらの下水処理施設の中でも中心的な施設であ

る公共下水道についてみると、平成１６年度末におけ

る現在排水人口（供用開始している排水区域内人口）

は、５,２１４千人で、前年度と比べると１.８％増となっ

ている。これを１０年前（平成６年度）と比べると、

１,６３２千人の増加（４５.６％増）となっている。

また、平成１６年度末におけるコミュニティ・プラ

ントの処理人口は６８１人（対前年度比２.９％減）、合

併処理浄化槽の処理人口は３３５千人（同４.３％減）と

なっている。これらを１０年前（平成６年度）と比べ

ると、コミュニティ・プラントの処理人口は１６０人

（１９.０％減）、合併処理浄化槽の処理人口は４８千人減

少（１２.５％減）となっている。

なお、し尿については、上記の下水処理施設によ

る処理のほか、し尿処理施設処理、下水道マンホー

ル投入等による収集処理及び単独浄化槽等による自

家処理が行われている。平成１６年度末のし尿処理施

設処理人口は４６７千人（対前年度比１０.０％減）、し尿

処理施設年間総収集量は６１４千ｋｌ（同７.５％減）と

なっている。これらを１０年前（平成６年度）と比べ

ると、し尿処理施設処理人口は７８２千人減少（６２.６％

減）、し尿処理施設年間総収集量は２,９８７千ｋｌ減少

（８２.９％減）となっている。下水処理施設等による

処理の増加により、し尿処理施設処理人口・年間総

収集量とも、年々減少している。

（５）ごみ処理施設

ごみの処理は、焼却処理、埋立処理、高速堆肥化

処理等の収集処理のほか、自家処理により行われて

いる。平成１６年度末における収集処理人口は６,２４５

千人（対前年度比０.１％減）で、その年間総収集量は

２,４４８千ｔ（同２.５％減）となっている。

また、これらを１０年前（平成６年度）と比べると、

収集処理人口は６７千人増加（１.１％増）、年間総収集

量は５７千ｔ（２.４％増）となっている。

（６）保育所

平成１６年１０月１日現在における公立の保育所数

（季節保育所を除く。）は３５６箇所、延面積は３０８千㎡
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となっており、前年同期と比べると１０箇所減少（２.７％

減）、６千㎡減少（１.９％減）となっている。

また、これらを１０年前（平成６年度）と比べると、

箇所数は４３箇所減少（１０.８％減）、延面積は２０千㎡

減少（６.２％減）となっている。

（７）高齢者福祉施設

平成１６年１０月１日現在における公立の老人ホーム

数は１２箇所で、前年同期と同じ箇所数となっている。

また、これを１０年前（平成６年度）と比べると、２

箇所増加している。老人ホームの箇所数を種類別に

みると、養護老人ホームが９箇所、特別養護老人ホ

ームが３箇所となっている。

（８）高等学校

平成１７年５月１日現在における公立高等学校数は

６校で、前年同期と同じ学校数となっている。また、

これを１０年前（平成６年度）と比べても、同じ学校

数となっている。

（９）文化及び体育施設

ア　文化施設

平成１６年度末現在の公立の文化施設の状況は、

次のとおりである。

市民会館及び公会堂は９１箇所（前年度と同じ）

で、延面積は４４１千㎡（対前年度比微増）となっ

ている。また、これらを１０年前（平成６年度）と

比べると、２１箇所増加（３０.０％増）、延面積は

１０７千㎡増加（３２.０％増）となっている。

図書館は１０８館（対前年度比３館増）となって

いる。また、これを１０年前（平成６年度）と比べ

ると、２３館増加（２７.１％増）となっている。

博物館（美術館、動物園、水族館等を含む。）は

１０館（対前年度比２館増）となっている。また、

これを１０年前（平成６年度）と比べると、６館増

加となっている。

イ　体育施設

平成１６年度末現在の公立の体育施設の状況は、

次のとおりである。

体育館は９４箇所（対前年度比１箇所増）となっ

ている。また、これを１０年前（平成６年度）と比

べると、１９箇所増加（２５.３％増）となっている。

陸上競技場は１３箇所（前年度と同じ）となって

いる。また、これを１０年前（平成６年度）と比べ

ると、１箇所減少（７.１％減）となっている。

野球場は７０箇所（前年度と同じ）となっている。

また、これを１０年前（平成６年度）と比べると、

５箇所増加（７.７％増）となっている。

プールは１４３箇所（対前年度比１箇所増）とな

っている。また、これを１０年前（平成６年度）と

比べると、７箇所増加（５.１％増）となっている。

Ⅷ　おわりに

平成１６年度府内市町村決算は、単年度収支が大幅

に改善し、４年ぶりに実質収支が黒字に転じた。こ

れは、府内市町村において、職員数を平成１１年度か

らの５年間で５,７４８人、１１.０％削減したことや、給

与カットや定期昇給の延伸などにより給与水準を抑

制（平成１７年度のラスパイレス指数は９７.８％）した

ことが大きな要因となっている。また、このような

取組と併せて、「府貸付金を活用した財政健全化支援

制度」の効果などもあり、平成１５年度決算で赤字で

あった９団体のうち５団体が黒字化したことにより、

平成１６年度決算での赤字団体は４団体となった。ま

た、経常収支比率は、府内市町村で９６.７％となった

が、これは、分母である経常一般財源等が約２００億

円減少するなかで、上記の人件費の抑制など歳出面

の削減に努めたため、前年度とほぼ同水準となって

いる。

しかしながら、その内容を詳細にみると、約半数

の市町村で財政調整基金を取崩すなどして収支不足

を補っており、一部の市町村では基金や特別会計か

らの借入を行っているところもある。また、経常収

支比率については、近年、全国平均との差は縮まっ

ているものの、依然として９０％台後半で推移してお

り、１００％を超える市町村は前年度より１団体増加

し、１３団体となっている。このことから、府内市町

村の財政構造が硬直している状況は変わっていない

ことが分かる。

府内市町村財政を取り巻く環境は、歳入面では、

一部の市町村で法人関係税収の回復の兆しがみえる

ものの、地方税収入全体では７年連続の減少が続い
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ており、歳出面では、生活保護をはじめとする扶助

費が、増加率は多少鈍化しているものの、依然とし

て増加を続けていることなどから、引き続き厳しい

状況が続いている。

府内市町村は、全国を上回るペースで財政健全化

に向けた取組を進めてきた。例えば、保育料などの

使用料・手数料の改定や低・未利用地などの財産売

却などの歳入面の取組、既に述べたような人件費の

抑制、事務事業の見直し、施設の統廃合など歳出面

の取組など、これらは一定の効果をあげてきた。し

かしながら、経常収支比率をはじめとする決算数値

をみる限り、こうした取組の効果が財政構造を抜本

的に改善したとまではいえない。これは、当面の収

支不足を賄うために、健全化として取り組みやすい

ものや効果額が大きなものを中心に事業の見直し等

を進めてきたためと考えられる。

一方で、国においては、「三位一体の改革」の議論

が進められている。これは、地方分権の理念に沿っ

て、地方の権限と責任を大幅に拡大し、国と地方の

明確な役割分担に基づいた自主・自立の地域社会か

らなる地方分権型の新しい行政システムを構築する

ことを目的としている。そのため、歳入歳出両面に

わたる地方の自由度を高める一方、地域サービスは

実情に応じて地方が責任をもって実施することとな

る。また、総務省は、行政改革の具体的な取組を住

民にわかりやすく示すための「集中改革プラン」の

策定や全国統一の財政指標等を用いた団体間で比較

可能な財政情報の開示について、地方公共団体に要

請している。

このように、地方公共団体は、地域の実情に応じ

たサービスを自己責任において実施していくこと

が、これまで以上に求められる。そのため、従来の

考え方にとらわれることなく、自らの団体が目指す

べき方向、将来像をしっかりと見据え、自らの団体

の現状を他団体との比較も含めて正確に分析し、今

後どのような見直しが必要なのかについて、議論を

深めていかなければならない。そして、財政構造全

般について改革を進める必要がある。その際には、

普通会計に係るものだけではなく、今回特別分析の

テーマとした国民健康保険事業会計や下水道事業会

計などの公営企業会計も含めて議論し、市町村全体

として取組を進めていくことが求められるであろ

う。
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